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今回の「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律運用指針」の改正のポイントは、

以下のとおり。 

 

○中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一

部を改正する法律（令和２年法律第 50 号）の施行を踏まえた改正 

・関係行政機関の長との協議事項の削除 

  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成 19 年法律第 39

号）の廃止に伴い、同法の規定に基づき各都道府県が指定した地域産業資源かつ経済産業大

臣により近代化産業遺産として認定された物件等が、当該市町村の歴史的風致の維持及び向

上に関連があり、かつ、重点区域に存する場合、該当の地域産業資源について歴史的風致維持

向上計画に記載する旨の記述の削除 

･･･［３－１．認定の手続等］ 

･･･［別添１ 歴史的風致維持向上計画の構成例 第４章］ 

 

○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 43 号）及び都市緑地法等の一部

を改正する法律（平成 29 年法律第 26 号）の施行に伴う関係政令の整備を踏まえた改正 

 ・「公園管理者の権限の代行」の修正 

   公園管理者の権限の追加 

･･･［５－１．④都市公園の管理の特例］ 

 

○「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17 日閣議決定）及び規制改革実施計画

（令和２年７月 17 日閣議決定）において、行政手続きにおける書面規制・押印、対面規制の抜

本的な見直しが位置づけられたことを踏まえた改正 

 ・歴史的風致維持向上計画認定申請書等の様式の「印」の削除 

   ･･･［様式第１～３］ 

 

〇その他の改正 

 ・認定と連携した支援措置の特例、その他の支援措置の削除 

   予算措置はＨＰ上にて適時・適切に周知することとしたため、同指針からの削除。 

･･･［５－２．認定と連携した支援措置の特例］ 

･･･［５－３．その他の支援措置］ 

 

・その他所要の改正 

 


